
○
国
家
公
務
員
法
と
検
察
庁
法
の
対
応

I’
一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
】

改
正
案

検

察

庁
法

現

行

第
六
十
条
の
二
任
命
権
者
剛
１
国
刈
銅
一
（
新
設
）

の
任
用
）

六
十
年
に
達
し
た
日

的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期

当
該
退
職
を
し
た
日
に
お
い
て
臨
時

を
定
め
て
任
用
さ
・
狐
る
職
員
及
び
常

律
の
規
定
に
よ
り
退
職
を
し
た
者
｛

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

第
三

章

缶
弟
一
壽
即

第
四
款

改
正
案

へ

略
、一

ヘ

略
一

以
後
に
こ
の
法

へ

略
一

国
家
公
務
員
法

第
三
章
職
員
に
適
用
さ
れ
る

基
準

第
二
節
採
用
試
験
及
び
任

免

第
四
款
任
用

現

行

－ 1 －



め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
崗
一

占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通

常
の
勤
務
時
間
が
、
常
時
勤
務
を
要

す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時

間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の

短
時
間
勤
務
の
官
職
（
当
該
官
職
を

務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤

Ｉ
法
に
よ
る

‐
一
と
い
震
う
。
）、

定
に
よ
り
退
職
を
し
た
者
（

と
い
う
。
）
又
は
年
齢
六
卜
年
に
達

し
た
Ｈ
以
隆
に
自
衛
隊
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規

）
の
規

員
で
あ
っ
た
者
を
除
く
以
下
こ
の

四
条
の
六
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
隊

の
条
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お

ｌ
い
て
「
年
齢
六
卜
年
以
化
退
職
者
」

職
を
し
た
日
に
お
い
て
同
法
第
四
Ｉ

項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

職
員
で
あ
っ
た
者
を
除
、
以
下
こ

年
齢
六
卜
年
以
ｋ
退
職
者

を
、
人
事
院
規
則
で

１
１

官
職
を
占

「
自
衛
隊

当
該
退

－2－



／

1

ゑ’
除
く
。
）
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の

と
し
た
場
合
に
お
け
る
第
八
卜
条

第
一
款
第
二
目
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
占
め
る

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
別

職
者
又
は
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
パ

ー
年
以
上
退
職
者
が
こ
れ
ら
の
者
を

採
用
Ｌ
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の

官
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相
当
旧
（

短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員

が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
制
召

官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
行
政
執
行

表
第
十
一
に
規
定
す
る
指
定
職
俸
給

官
職
を
「
指
定
職
」
と
い
う
。
）
を

の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
一
般

る’定
め
る
官
職
（
第
四
項
及
び
第
六
節

法
人
の
官
職
と
し
て
人
事
院
規
則
で

の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時
間
で
あ

官
職
を
い
う
。

歩
上
誇
Ｌ
ｌ
）
、

年
齢
六
卜
年
以
上
退

以
Ｆ
こ
の
項
及
び

－3－



③
任
命
権
者
は
、
年
齢
六
卜
年
以
止

②’
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

職
員
を
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
昇
任

’
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の

’
職
日
仙
州
到
剛
ま
で
と
す
る
。

職
員
（
以
下
こ
の
粂
及
び

以
下
こ
の
粂
及
び

六
卜
年
以
上
退
職
者
で
あ
っ
て
定
年

退
職
日
相
当
日
を
経
過
し
て
い
な
い

者
以
外
の
者
を
短
時
間
勤
務
の
官
職

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）ｌ

退
職
者
又
は
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢

の
任
期
は
、
採
用
の
日
か
ら
定
年
退

条
第
二
項
に
お
い
て

日
を
い
う
次
項
及
び
第
三
項
に
お

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

い
て
同
ｒ
完
）
を
経
過
し
た
者
で
あ

前
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

謂
川
Ⅲ

「
定
年
前
再
任

－4－



第
二
十
五
条
（
略
）

’
一

第
二
十
五
条
検
察
官
は
、
前
三
条
の

場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
意
思
に
反

し
て
、
そ
の
官
を
失
い
、
職
務
を
停

止
さ
れ
、
又
は
俸
給
を
減
額
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
但
し
、
懲
戒
処
分
に

よ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

回

④
任
命
権
者
は
、
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を
、
指
定
職
又
は
指

定
職
以
外
心
常
時
勤
務
を
要
す
る
官

職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
職
員
は
、

（
身
分
保
障
）

第
七
十
五
条
職
員
は
、
法
律
又
は
人

事
院
規
則
で
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

、
降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
又
は
免

職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
．

第
捨
弟
一
一
叙

一
、
一
ｎ
Ⅲ
ド

ユ
ハ
蜻
艮儘

弟
一
目

こ

１
１

法
律
又
は
人
事
院
②

へ

略
…

へ

略
一一

へ

略
一

（
身
分
保
障
）

第
七
十
五
条
職
員
は
、
法
律
又
は
人

合
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て

、
降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
又
は
免

職
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ｌ

事
院
規
則
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場

職
員
は
、
１
１

第
六
節
分
限
、
懲
戒
及
び

保
障

第
一
款
分
限

第
一
目
降
任
、
休
職

、
免
職
等

人
事
院

－5－



② 第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事

及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁

に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検

事
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者

を
除
く
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各

一
人
を
置
き
、
一
級
の
検
事
（
年
齢

が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。

）
を
も
っ
て
充
て
る
。

②
（
略
）

へ

略
一

｜

第
十
条
二
人
以
上
の
検
事
又
は
検
事

及
び
副
検
事
の
属
す
る
各
区
検
察
庁

に
上
席
検
察
官
各
一
人
を
置
き
、
検

事
を
以
て
こ
れ
に

充
て
る
。

②
（
略
）

第
九
条
各
地
方
検
察
庁
に
検
事
正
各

一
人
を
置
き
、
｜
級
の
検
事
を
以
て

こ
れ
に

充
て
る
。

②
（
略
）

る
降
任
等
）

第
八
十
一
条
の
二
任
命
権
者
は
、
管

理
監
督
職
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
官
職
及
び
こ
れ
に
準
ず

る
官
職
並
び
に
指
定
職
（
こ
れ
ら
の

官
職
の
う
ち
、
病
院
、
療
養
所
、
診

療
所
そ
の
他
の
部
局
又
は
機
関
に
勤

務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
が
占
め

る官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の

補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
こ

る
官
職
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め

I ｌ
規
則
で
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と

き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

’
第
二
目

管
理
監
督
職

勤
務
上
限
年

齢
に
よ
る
降

任
等

二
劫
設
）

へ

新 規
則
の
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と

き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

二F迫

同又
一〆”

’

－6－



②’ 第
二
十
二
条
（
略
）

齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

豆’
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

に
、

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢

検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

第
二
十
二
条

（
新
設
）

〆へ

略
、一

す
る
。
た
だ
し
、
異
動
期
間
（
第
八

１
１

う
転
任
に
限
る
。

）
へ
の
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を
伴

齢
を
超
え
る
管
理
監
督
職
（
以
下
こ

職
勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年

当
該
管
理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督

勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
日
の
翌
日

の
官
職
を
「
他
の
官
職
」
と
い
訓
．

督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
て
い
る

の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
こ
れ
ら

に
、
管
理
監
督
職
以
外
の
官
職
又
は

月
一
日
ま
で
の
間

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
目
及

占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
管
理
監

か
ら
同
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
四

１おいて「異動期間」という。）

職
員
に
つ
い
て
、

て
同
じ
。
）
を
占
め
る
職
員
で
そ
の

び
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
に
お
い Ｉ

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
を

し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官
職
と

の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
著
）
を
す
る
も
の
と

当
該
管
理
監
督
職

（
以
下
こ
の
款
に

－7－



②’
二’ －’

口
務
上
限
年
齢
は
、
当
該
各
号
に
定
め

職
を
占
め
る
職
員
の
管
理
監
督
職
勤

齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。

る
年
齢
と
す
る
。

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
管
理
監
督

’
ま
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
と
Ｉ

く
は
転
任
を
し
た
場
合
又
は
第
八
Ｉ

期
間
を
含
む
。
）
に
、
こ
の
法
律
の

Ｌ
↓
Ｆ
１
垣
笏
〈
ロ
叶
兵

条
の
Ｌ
第
項
の
規
定
に
よ
り
当

他
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
に
つ
い

十
一
条
の
五
第
一
項
か
ら
第

該
職
員
を
管
理
監
督
職
を
占
馳
た
ま

て
他
の
官
職
へ
の
昇
任
、
降
任
若
し

で
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
異
動

で
定
め
る
笥
鯏
調
詞
割
引
燗

’
十
二
年 ’
管
理
監
督
職
の
う
ち
人
事
院
規
則

前
項
の
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

前
号
に
掲
げ
る
管
理
監
督
職
の

事
務
次
官
及
び
こ
れ
に
準
ず
る

こ
の
限
り
で
な
い
．

年
齢
六 ｌ

山
項
ま

ナー
ノー

デ雪
ノー

－8－



’

③
第
一
項
水
虻
の
規
定
に
よ
る
他
の

官
職
へ
の
降
任
又
は
転
任
（
降
給
を

伴
う
転
任
に
限
る
。
）
（
以
下
「
他

の
官
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
に
当
た
っ
て
任
命
権
者
が
遵

守
す
べ
き
基
準
に
関
す
る
事
項
そ
の

他
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る
。

（
管
理
監
督
職
へ
の
任
用
の
制
限
）

ほ
か
、
そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊

性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充

が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
管
理

監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
を
年
齢
六

十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

当
と
認
め
ら
れ
る
管
理
監
督
職
と

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
管
理

監
督
職
六
十
年
を
超
え
六
十
四

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
院

規
則
で
定
め
る
年
齢

－9－



②｜ 第
一《

検
察
官
に
は
適
用
な
し
｝

、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は

命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
十
条
（
略
）

次
長
検
事
又
は
検
事
長
に
任
命
す

前
項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任

第
二
十
条
（
略
）

（
新
設
）

第
八
十
一
条
の
四

と
が
で
き
な
い
。

昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ

他
の
官
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
且

等
を
さ
れ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

以
後
、
当
該
管
理
監
督
職
に
採
用
し
、

が
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
も

限
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
を
、
そ
の
者

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
管
一
（
新
設
）

の
末
日
の
翌
日
（
他
の
官
職
へ
の
降
任

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
異
動
期
間

の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項

用
の
制
限
の
特
例
）

る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任

に
は
適
用
し
な
い
。

り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ

（
適
用
除
外
）

臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ

昌
唾
垂
四
極
目
斑

前
二
条
の
規
定
は

（
新
設
）

- 10-



一
検
察
官
に
は
適
用
な
し
】

第
八
十
一
条
の
五
任
命
権
者
は
、
他

一’ を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員
に
、
当
該
管
理

監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

お
い
て
同
じ
．
）
で
当
該
異
動
期
間

異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定
年

．
ｌ

退
職
日
ま
で
の
期
間
内
。
弟
：
項
に

）
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該

内
に
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年

１

退
職
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

と
き
は
、

お
い
て
「
定
年
退
職
日
」
と
い
う
。

年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間

間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一

次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る

監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、

の
官
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
異
動
期

職
員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に

特
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該

当
該
職
員
の
職
務
の
遂
行
上
の

第
八
ｉ
Ｉ
一
条
の
二
第
一
項

（
新
設
）

－ 1］ 一



で
定
め
る
事
由

②
任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項

が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

。
劃
謝
刷
ヨ
刷
制
謝
呵
樹
銅
悩
剖

に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め

と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営

ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院
規
則

理
監
督
職
刎
列
ヨ
剣
禰
荊
洲
痢
劉
調

職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
、
当
該
管

勘
案
し
て
、

ｌ

‐

が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障

当
該
職
員
の
他
の
官

’

１
１

’一

- 12-



特
別
の
事
情
が
あ
る
管
理
監
督
職
と

州
１

－
３
卓

が
で
き
な
い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の

ら
の
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と

す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
（
指
定
職

職
群
（
職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似

を
除
く
。

の
降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督

'1f
二二

異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
洲
日
起
算

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

お
い
て
同
じ
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ

期
間
の
末
日
は
、
第
八
卜
条
の
。

よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

だ
し
、
当
該
更
に
延
長
さ
れ
る
異
動

職
日
ま
で
の
期
間
内
。
第
四
項
に
お

で
き
る
場
合
を
除
き
、
他
の
官
職
へ

動
期
間
の
末
日
の
翌
Ⅱ
力
ら
定
年
退

い
て
同
じ
。
）
で
当
該
異
動
期
間
を

任
命
権
者
は
第
§
項
の
規
定
に

年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

- 13－



’
若
し
く
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

｜ 監督
職
が
属
す
る
特
定
管
理
監
督
職

群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
し
、

さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
を
当
該
管
理

管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を

え
な
い
期
間
内
で
当
該
異
動
期
間
を

延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
職
員
に
当

れ
る
事
由

’

ｌ

る
管
理
監
督
職
の
欠
員
の
補
充
が
困

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超

’
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営

に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら

を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
職

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
異
動
期
間
の
末

め
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

員
の
他
の
官
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り

て
同
じ
．
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職

督
職
を
い
う
。

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る

定
め
る

砿
異
動
期
間
の
末
日
に
占
め
て
い
た

第
八
卜
し
条
の
二
第
一
項
の
規
定

当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す

｜し
一
し
て
人
事
院
規
則
で
定

以
下
こ
の
項
に
お
い

’
管
理
監

- 14-



’

’

／

⑤
前
制
頃
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
異
動
期
間
の

（
４
任
命
権
者
は
、
第
ゞ
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が

延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る

職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
（
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
異
動
期
間
を
更

に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
を

除
く
，
）
、
又
は
前
項
若
Ｌ
く
は
こ

の
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
が
延ｌ‐↓、人事院の承認を得て、当該延

長
さ
れ
た
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期

間
内
で
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
へ
ノ
ー
／

員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職

｡’

’
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② 第
二
十
二
条
検
察
官

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に

へ

略

退
官
す
る
。

は

年
齢
が

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が

へ

新 六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他

し
た
時
に
退
官
す
る
。

の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達

設
…

’②
前
項
の
産
牛
は
引
顯
渕
判
刊
詞
一
ｑ
訓
剰
剖
頃
叫
剖
溺
渕
Ｈ
詞
。

第
八
十
一
条
の
六
職
員
は
、
法
律
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、

定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達

し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月

三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法

律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ

任
に
特
殊
性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
職
務
と
責
一
す
ス
剖
釧
凋
矧
Ⅷ
訓
川
洲
剛
製
引
司
伺
矧
刷

項
に
お
い
て
「
定
年
退
職
日
」
と
い

う
。
）
に
退
職
す
る
。

か
早
い
日
（
次
条
第
一
項
及
び
第
二

降
任
又
は
転
任
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。

延
長
及
び
当
該
延
長
に
係
る
職
員
の

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

’
第
三
目

定
年
に
よ
る

退
職
等

第
八
十
一
条
の
二
職
員
は
、
法
律
に

別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、

定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達

し
た
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月

三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
任
命
権
者
若
し
く
は
法

律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が

あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ

「
定
年
退
職
日
」
と
い

う
。
）
に
退
職
す
る
。

る
職
員
の
定
年
は
、
当
該
各
号
に
定

か
早
い
日
（
以
下

（
定
年
に
よ
る
退
職
）

’
第
二
目
定
年

－ 16－



③
（
略
）

で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
と
す

ｌ
ブ
（
四
○

定
め
る
職
員
の
定
年
は
、
六
十
五
年

を
超
え
七
十
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
■

職
を
占
め
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
そ
一
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師

定
年
を
年
齢
六
十
五
年
と
す
る
こ
と

が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官

の
他
の
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則
で
一
齢
六
十
五
年

の

補

充

が

困

難

で

あ

る

こ

と

に

よ

り

一

め

る

年

齢

と

す

る

。

③
前
二
項
の
規
定
は
、
臨
時
的
職
員

そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め

三’ 二’

１
口

一
病
院
、
療
養
所
、

ｌ
る
も
の

院
規
則
で
定
め
る
年
齢

Ｉもの齢
六
十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く

め
る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め

難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
定
年
を
年

五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事

不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
官
職
を
占

あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困

び
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従
事
す

る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る

人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
に
勤

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か

庁
舎
の
監
視
そ
の
他
の
庁
務
及

そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊
性
が

年
齢
六
十
三
年

六
十
年
を
超
え
、
六
十

診
療
所
等
で年’

- 17-



【
検
察
官
に
は
適
用
な
し
一

（
検
察
官
に
は
適
用
な
し
一

第
八
十
一
条
の
七
任
命
権
者
は
、
定

年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な

年
退
職
日
に
お
い
て
従
事
し
て
い
た

職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
引

き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
第
八
十
一
条
の
五
第
一
一
・

と
き
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
試
職
員

に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

期
限
を
定
め
、
当
該
職
員
を
当
季
甦
疋

由
が
あ
る
と
認
め
る

る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
一
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
八
十
一
条
の
三
任
命
権
者
は
、
定

年
に
達
し
た
職
員
が
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
こ
と
と
な

職
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
引
き

続
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
員

に
係
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

期
限
を
定
め
、
そ
の
職
員
を
当
該

十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項

務
の
特
殊
性
又
は
そ
の
職
員
の
職
務

そ
の
退
職
に
よ
り
公
務
の
運
営
に
著

し
い
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る

の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
か
ら
み
て

て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務

を
要
し
な
い
官
職
を
占
め
る
職
員
に

は
適
用
し
な
い
．

（
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

』
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一’ が
で
き
な
い
。

か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と

職
に
係
惑
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
管
理
監
督

該
管
理
監
督

督
職
を
占
め
一
Ｉ
｜
い
た
職
員
に
つ
い
て

き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は

に
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
と

っ
て
、

は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

１
１

該
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場
合
で
あ

異
動
期
間
を
延
長
し
た
糊
ヨ
刊
別
呵
訓

定
に
よ
い
当
該
定
年
退
職
日
ま
で
当

項
か
ら
第
川
墳
ま
で
の
規
定
に
よ
り

て
、
定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監

生
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
事
由
と
し

案
し
て
、
当
該
職
員
の
退
職
に
よ

務
の
遂
行
上
の
特
別
の
事
情
を
勘

て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
事
由

り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が

職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職

第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定

’
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
上
’

’

- 19-



②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て

ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該

職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
（
刷
項
た

き
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
人
事
院
の
承
認

’
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続

二’
困
難
と
な
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の

規
則
で
定
め
る
事
由

’
職
す
べ
き
こ
と
と
な
る
職
員
の
職

認
め
ら
れ
る
事
由
と
し
て
人
事
院

運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
と

が
占
め
る
官
職
の
欠
員
の
補
充
が

１

職
員
の
退
職
に
よ
り
、
Ⅶ
該
職
員

務
の
特
殊
性
を
勘
案
し
て
、
当
該

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

②
任
命
権
者
は
、
前
項
の
期
限
又
は

こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た

期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、

を
得
て
、

｜
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
限
は
、
そ
の

職
員
に
係
る
定
年
退
職
日

ｌ
由
が
あ
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認

｜
前
項
の
事
由

き
存
す
る
と
認
め
ら’
れ
る
十
分
な
理

が
引
き
続

－20－



【
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す

則
第
六
条
の
新
設
］

［
検
察
官
に
は
適
用
な
し
一

る
桂
律
附

【
検
察
官
に
適
用
】

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処

分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意

に
反
し
て
、
陶
潤
叫
引
仙
制
割
引
糊
可
部
呵

陶
国
蜘
割
刷
凪
町
刻
附
到
叫
劉
困
釧
叩
剤
ｊ
ｌ

③’対
し
著
し
く

不
利
益
な
処
分

を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
、
当
該
処
分
を
行
う

者
は
、
削
剥
軸
翻
ヨ
に
対
し
、
到
訓
四

ｕ
引
削
劉
刺
劃
ｕ
、

ｌ
当
十
／
る Ｉ

め
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
関
し

ｌ
末
且
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

畦’

を
除
く
。
）
、
休
職
若

そ
の
他
職
員
に

（
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
等
の
処

分
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
）

第
八
十
九
条
職
員
に
対
し
、
そ
の
意

、
休
職
し

１
１
１
１
鯏
謝
判
り
ｌ
、
そ
の
他
こ
れ
に

対
し
い
ち
じ
る
し
く
不
利
益
な
処
分

を
行
い
、
又
は
懲
戒
処
分
を
伺
制
列

と
す
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
を
行
う

者
は
、
計
刷
忍
劃
『
に
対
し
、
召
‐
呵
畑

、
一
丁
’
し
又
一

三
浦
票
と

に
反
し
て
、

ｌ
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。1､
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第
三
十
一
条

ま
で
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四

条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭

条
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
一
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条

及
び
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
一
及
び
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条

第
十
五
一
第
三
十
二
条
の
二

’

の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭

こ
の
法
律
第
十
五

②
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
著
し
く

不
利
益
な
処
分
を
受
け
た
と

思
料
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
説
明

書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

③第
四
条

分
の
際
、
引
該
処
分
の
事
由
を
記
載

し
た
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

る
ロ要

す
る
場
合
に
は
、
別
に
法

律
又
は
人
事
院
規
則
〈
人
事
院
の
所

関
し
、

に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
特
例
を

へ

略
一

附

職
員
に

そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性

則

附
則

第
十
三
条
一
般
職
に
属
す
る
職
員
に

関
し
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性

に
基
い
て
、
こ
の
法
律
の
特
例
を

③
第
一
項
の
説
明
書
に
は
、
当
該
処

分
に
つ
き
、
人
事
院
に
対
し
て
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

間
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
職
員
が
前
項
に
規
定
す
る
い
ち
じ

る
し
く
不
利
益
な
処
分
を
受
け
た
と

思
料
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
説
明

書
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

分
の
際
、
処
分
の
事
由
を
記
載
し
た

説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
に
法

律
又
は
人
事
院
規
則
（
人
事
院
の
所

る
0

い
0

口

－22－



②’ 一
参
照
》

第
二
十
二
条
検
察
官
は
、
年
齢
が
六

十
五
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

第
三
条

ル
」
寺
／
る
。 ’

察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検

六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の
他

る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が

和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附

則
第
山
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察

官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ

い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の

と
す
る
。

お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定

の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
一

附
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
一
（
新
設
）

則

則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察

官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い

て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の

と
す
る
。

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

附

則

附’

51

ゑ’
に
掲
げ
る
字
句
と
、

条
第
二
項
中
「
、
年
齢
六
十
五
年
」

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

中
「
七
十
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ

定
に
か
か
わ
ら
ず
、

と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

け
る
前
項
に
規
定
す
る
職
員
に
対
す

る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定

に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
同

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規

掌
す
る
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て

は
政
令
｝
を
も
っ
て
、
当
該
特
例

を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
■
ぬ
泡

！
、
当
該
特
例
は
、
第
ゞ

条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い

一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お

令
和
五
年
四
月

｜
日
か
ら
令
和
十

’
同
項
た
だ
し
書

次
の
表
の
上
欄

｜掌する事項以外の事項については、政令）を以て、これ

を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し

、
そ
の
特
例
は
、
こ
の
法
律
第
一

条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。

－23－



に
、
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。

齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日

が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年

字'韮;|il
台
利
九
年
、
六
十
三
六
十
九
年

四
月
一
日
年
を
超
え

か
ら
令
和
六
十
五
年

十
一
年
三
を
超
え
な

月
三
十
一
い
範
囲
内

筒
椥
七
年
、
六
十
二
六
十
八
年

四
月
一
日
年
を
超
え

か
ら
令
和
六
十
五
年

九
年
三
月
を
超
え
な

三
十
一
日
い
範
囲
内

ま
で
で
人
事
院

規
則
で
定

め
る
年
齢

－24－



第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
｜
（
新
設
）

年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す

検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が

検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
劃

る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度
に

該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定

定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務

定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、
当
該

当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が

と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で

認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
検
察
官

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確

令
和
元
年
法
律
第

準
則
で
定
め
る
期
間
）
に
お
い
て
、

員
法
等
阿
《
部
を
改
正
す
る
法
律
（

る
定
年
の
引
上
げ
に
伴
う
当
分
の
間

の
措
置
し
｝
し
て
講
じ
ら
れ
る
検
察
官

号
）
に
よ

第
九
条
任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、

職
員
（
臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律

日
ま
で’職員

及
び
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
官

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条

J1
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る

則
で
定
め
る
職
員
及
び
同
項
第
三
号

う
ち
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
そ

山
他
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
を

に
相
当
す
る
職
員
と
し
て
人
事
院
規

職
を
占
め
る
職
員
並
び
に
令
和
元
年

に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
の

の
二
第
二
項
第
回
万
に
掲
げ
る
職
員

除
く
．
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
一
条
の

に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
萩
る
職
員
レ
ー

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に

が
年
齢
六
卜
年
（
同
項
第
二
号

;|雛

（
新
設
）

－25－



Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ⅱ
Ⅱ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｆ

の
俸
給
等
に
関
寸
る
法
律
（
昭
和
↓

額
を
当
該
検
察
官
が
当
該
退
職
を
Ｌ

た
日
に
定
年
に
よ
り
退
職
を
し
た
も

の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け
る
額
と

同
額
と
謝
る
退
職
手
当
に
関
す
る
特

例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年

齢
六
十
三
甲
に
達
前
る
日
以
後
に
適

用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手

当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の

官
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
し
た
日
か

ら
定
年
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で
の

間
に
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し

十
三
年
法
律
第
七
ｆ
六
口
亘
附
則
第

五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
年
齢
六
卜
三
年
に
達
し
た
日
の

翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給
月

額
を
引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
卜

た
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本

一
号
）
附
則
第
’
九
項
か
ら
第
一
一
卜

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察

に
よ
り
、

し
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

’ 項ま
で
の
規
定
に
よ
る
年
齢
六
１
年

す
る
法
律
附
則
第
八
項
か
ら
第
’
六

↓ﾆﾉ

ﾖ1

る

伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
‐
し
て
講
じ

等
改
正
法
に
よ
る
定
年
の
引
上
げ
に

に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
意
思
の
確

認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
と

し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
に

に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
川

期
間
）
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
対

お
い
て
同
じ
）
に
達
す
る
日
の
属

す
る
年
度
の
前
年
度
（
当
該
前
年
度

あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る

該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定

’ 定
ぬ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
同
号
に
定

当
す
る
職
員
の
う
ち
人
事
院
規
則
で

め
る
年
齢
と
す
る
〆
以
下
｜
尻
条
に

に
職
員
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当

、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相

あ
っ
て
は
同
号
に
定
防
る
年
齢
と
ｉ
Ｌ

令
和
元
年
国
家
公
務
員
法

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
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う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
‐

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
皿
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
，
■
１
６
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
９
Ｉ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
１
日
■
日
Ⅱ
Ⅱ

お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ

る
と
と
も
に
、

必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す

同
日
の
翌
日
以
後
に

’ ’ す
る
Ｒ
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、

思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同

給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置

の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提

日
山
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意

場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額

を
当
該
職
員
が
当
該
退
職
を
し
た
日

に
第
八
ｈ
Ｊ
条
の
六
第
一
項
の
規
定

二
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員

が
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
か
ら
定

料
削
里
塵
す
る
日
の
前
Ｈ
ま
で
の
間
に

他
の
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
仁
達

退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の

た
場
合
に
お
け
る
額
と
同
額
と
す
る

非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
を
し
た

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当

に
よ
り
退
職
を
し
た
も
の
と
仮
定
し

法
（
昭
和
ご
卜
八
年
法
律
第
百
八
Ｉ

額
を
引
き
下
げ
る
給
与
に
関
す
る
特

月
一
日
以
後
の
当
該
職
員
の
俸
給
月

一
号
）
附
則
第
十
九
項
か
ら
第
一
｜
Ｉ
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